
講　師

2012年9月 辻・本郷 税理士法人に入社し、新宿・横浜事務所にて法
人顧問や公益法人向けのコンサルティング業務に従事。現在は大
宮事務所にて相続税申告などの資産税業務を中心とし、金融機関
向けの勉強会やセミナーの講師も務めている。

辻・本郷 税理士法人
大宮事務所　相続センター長　税理士

小田桐 潤  （おだぎり じゅん） 

辻・本郷 税理士法人
大宮事務所　チーフコンサルタント

角山 泰誠  （かくやま たいせい）

2020年4月 辻・本郷 税理士法人へ入社。入社から現在まで大宮事務
所に在籍しており、相続税申告や不動産オーナーの所得税申告な
ど、資産税関係を主な業務としている。また、新入社員向け研修や
社内勉強会も担当している。

辻・本郷 税理士法人  主催辻・本郷 税理士法人  主催 相続セミナー

講　師

11月4日（金）17：00 3,000円（税込）お申し込み期限 参 加 費

11月 8日 （火）11：30～ 11月 14日 （月）17：00視聴可能期間 2022年
※講演時間は約30分となります。

Web
セミナー
Web
セミナー

講演項目講演項目講演項目講演項目

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 28階

https://www.ht-tax.or.jp

詳細・お申し込み https://form.k3r.jp/ht_tax/221108

相続財産の計上漏れに注意！
実務上の着眼点

相続財産の計上漏れに注意！
実務上の着眼点

相続税申告をするにあたり、亡くなった方の相続財産や債務を漏れなく把握し、適切な税額を計算する
必要があります。しかし、税務調査において財産の計上漏れを指摘され、追徴課税を受けることとなって
しまったという話をよく耳にします。本セミナーでは、相続財産を漏れなく計上できるように、相続人から
ヒアリングすべきことや、預かり資料のチェックポイントについて、事例を交えて解説します。

相続人からヒアリングすべきこと
預かり書類のチェックポイント
事例紹介 ～よくある落とし穴～


